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東かがわ市告示第27号 

 東かがわ市自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の除外申請に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年３月13日 

東かがわ市長 上村 一郎 

 

東かがわ市自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の除外申請に関する要綱の一部を改正する告示 

東かがわ市自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の除外申請に関する要綱（令和５年東かがわ市告示第104号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

東かがわ市自衛官の募集対象者情報の除外申請に関する要綱 東かがわ市自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の除外申請に関

する要綱 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この告示は、自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第120条の規

定に基づき東かがわ市が行う自衛官の募集事務に係る募集対象者情報から

の除外申請に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この告示は、自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第120条の規

定に基づき東かがわ市が行う自衛官及び自衛官候補生（以下「自衛官等」

という。）の募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（除外申請の対象者） （除外申請の対象者） 

第３条 除外申請の対象となる者は、東かがわ市の住民基本台帳に記録され

ている者であって、申請の翌年度において自衛官の募集対象者となるもの

とする。 

第３条 除外申請の対象となる者は、東かがわ市の住民基本台帳に記録され

ている者であって、申請の翌年度において自衛官等の募集対象者となるも

のとする。 
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改正後 改正前 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
除 外 申 請 書 

年  月  日 

（宛先）東かがわ市長 

 

自衛官募集事務に係る募集対象者情報からの除外を申請します。 

申請者 

住民登録 

している住所 

〒   －     

 

氏  名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

電話番号       －      －       

区分 １ 本人  ２ 法定代理人  ３ 法定代理人以外の代理人 

 

対象者 

(本人) 

住民登録 

している住所 

□申請者と同じ(以下記入不要) 

〒   －     

東かがわ市 

氏  名 

□申請者と同じ(以下記入不要) 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

生年月日 

 

 

 

 

電話番号 
□申請者と同じ(以下記入不要) 

      －      －       

注 申請の際に次の書類を提示してください。提示された書類は複写いたします。 

  郵送の場合は写しを添付してください。 

提
出
書
類 

対象者 

本人 

・除外申請書 

・本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険の資格確認書等) 

法定 

代理人 

・除外申請書 

・対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険の資

格確認書等) 

・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険の資

格確認書等) 

・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等) 

法定代

理人以

外の代

理人 

・除外申請書 

・対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険の資

格確認書等) 

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険の資格確

認書等) 

・委任状 

  
 

様式第３号（第５条関係） 様式第３号（第５条関係） 
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改正後 改正前 

 

第     号 

年  月  日 

        様 

東かがわ市長             

 

除 外 登 録 決 定 通 知 書 

 

    年  月  日付けで申請のあった除外申請について、東かがわ市自衛官の募集対象者

情報の除外申請に関する要綱第５条の規定により、   年度における募集対象者情報の提供か

ら除外することを決定しましたので通知します。 

 

(除外決定対象者) 

氏  名  

生年月日      年  月  日 

住  所  

 

 なお、上記の除外登録は、    年３月末日をもって終了します。 

 また、次に掲げる事由があった場合、除外対象者を除外申請登録簿から削除します。 

 (１) 除外申請の申請日が属する年度の翌年度が終了したとき。 

 (２) 除外対象者が東かがわ市自衛官の募集対象者情報の除外申請に関する要綱第３条に規定

する除外申請の対象者でなくなったとき。 

 (３) その他市長が除外申請登録簿から削除する必要があると認めたとき。 
 

 
   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


